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l。 本稿の目的

本稿の目的は、日本の学校における「仏教知識教育」、特に高校の科 H

「倫理」における浄jll教 に関する知識教育の現状の 一端を紹介 し、今後の

課題を提起することにある。

日本における宗教教育の議論は、どうやって「宗教的情操の洒養」を行

うかという点に関心が集まりがちであるが、科‖「倫理」などでは現在で

も宗教に関する事柄が取 り扱われている。

本稿で取 り 11げる科 H「倫理」は宗教に関する事柄を最も詳しく取 り扱

う科日である。選択科日であることなどから、とかく過小評価されがちで

はあるが、それでも、これまでに採択 された「倫理」教科書の総計冊数

は既に 1.000万 冊を超えている。 日常的に宗教者と接する機会を持たない

人々が仏教を知る Lで、科日「倫理」における知識教育が果たしている役

割は決して小さくない.

本稿では特に、高校「倫理l」 教科書の中の浄 L教の記述に焦点をあてて

本稿は、2()10年 6月 25日 に武蔵野大学仁、教文化イリ「究所、第 274卜 :|“

'Ftt ll定

例会にて行っ

た研究発ノモ「高校 肝倫理』教利・:|卜 における浄 ll教 の扱いについて」の内容を基にしたもの

である(,発 ノモ内容には、

'|:||12009そ

l、

'l:田

20()91)、

'|:田

2010と 重複する筒ナリ千がある(発ノ(

の際には、出席した研究itの 方々よリイl・ 益なコメントをいただいた`,こ こに記して感謝い

たします .
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高校「倫理」教科:|卜 における浄 ll教の扱いについて

考察を行いたいぃ著者が教科 :!卜 に焦点を当てて考察を進めるのには 3つ の

りl由 があるr,ま ず、 1つ Hは、教希|1等が授業の中心的な位置を占めている

からである(,し ばしば、「教科 iI卜 を」教えるのではなく、「教科デトで」教え

ることの重要性が説かれる(,し かし、教it養成課程における宗教知識の習

得が極めて限られる現状では、普通の教itが「教科書で」宗教を教えるこ

とが出来ると想定することには無理があるr,知 識が限られている以 11、 教

itに とって、必然的に教科 i:卜 の重要性は大きくなる`)次の 2つ 日の理由

は、生徒が教科 1等 の記述を「 J「実」 として見なす lげ 能性が高いからであ

る()専 門家であれば、教科 :|卜 の記述を相対化 して見ることが出来るだろう

が、ほとんどの生徒にとって、教科 ::卜 の記述は絶対的なものである。恐 ら

く、現場にいるほとんどの宗教者が話すことよりも、「教科書」の記述は

信頼されている`),1で 教儀礼の場で彼らが宗教者と出会い、宗教者が教科 :lト

とは異なる内容を話 していたら、たとえ教科書の記述が間違いであって

も、恐 らく教科書の記述を Iに しいと考え、宗教者が話していることを独善

的で誤 りであると考えるであろうの最後の 3つ 日の理由は、「文部科学省

検定済」というお:革:付 きにより、教科書の記述は「学校教科書」という枠

組みを超え、公的な認識として扱われうるからである。これは、繰 り返さ

れる歴史認識問題に関する論争の例からも明らかであろうt)

高校教科書に描かれた仏教の特徴を検証した研究は、管見の限りではあ

るが、決 して多くは無いぃ ll「 くは 1960年 代の石田J嵩麿氏 らによる内容検

証
l、 1970年 代の Fo Mo Basabe氏 らによる英語での内容紹介などがあり、

近年では、笹岡博隆氏による、「 11本 史」教科 i等 中の空海の記述に関する

Iイ「
||IJ冊 磨 ら「高校 1可 語教利・:|卜 における仁、教の扱い方について」「伝道院紀要‖ 1、 11)(う `1年 、

pp。 (l)― (18)な お、中学教科 :|卜 の内容についてであるが、｀
14野 貴 r‐

「現代教科 :|卜 にお

ける仁、教のlRり 扱いについて (´ )」 ド伝道院紀要』 1、 1963年 、pp.(15)― (23)、 および、

イf lllJ冊 磨 ら「現代教科 :|卜 における仁、教のlkり 1及 いについて」ド伝道院紀要』 2、 196311、

pp.(1)一 (24)と いった研究 も存在している、,こ れらの論考の存在については、山崎青LIり l・

武蔵野大学教授に御教 4tを 賜った また、人 手に際 しては、島地和美氏 (浄 ll真宗本鷹1、 tl

派宗務所 )に ご
｀
助ノJを ‖易った ここに:i己 して感謝いたします.
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検乱Eな どを挙げることが出来る
2が

、その影響力の大きさに比すると、そ

の注目度は低いといわざるを得ないの

筆者はこれまで、 Lに述べたような問題意識に基づき、高校「倫理」教

科 11卜 の中の仏教の扱いをめぐり、以下の論文などを発表してきた1、

「高校『倫理t]教科書におけるインド仏教 一―特に釈尊の教え―

の記述について」、『浄上真宗総合研究』4、 2009イ 11、 pp.97-116(〕

(ルtド、 'li[H2009a)

「高校『倫理』教科 i等 におけるインド仏教 一一特に部派・大乗 一

の記述について」、 |'自 I度 学仏教学研究』57-2、 2009年 、pp.(1)一

(5)`D (主人ドヽ 'l:l112009b)

「研究ノー ト:『倫理』教科1等の中の 肝仏教』について」、『|1本仏教

教育学会,1 第 18け 、2010年、pp.20-43。 (以 下、江田 2010)

11記 102の論文では、『11等学校学習指導要領』の記述ならびに「倫

理」教科書中のインド仏教に関する.記述を検市Eし たの 3で は、「倫理」教

科書中のインド仏教 0日 本仏教に関する記述を概観し、さまざまな問題点

の指摘などを行った。

本稿では、インド・日本仏教の中でも特に浄■教に焦点をあてて、その

記述を検証するr,そ の際、 1～ 3の 論文の各所で指摘 した課題・問題点を

整理することにより、現在の仏教知i哉教育が、日本仏教の宗派のうち、浄

ll系諸宗派 一一i争 ll,1で ・1争 ll真宗・時宗 ――にとってどういう問題点を持

つものであるかということを具体的に示 したいぃ

,|:|‖ 2()()9a li1 2お よび

'|:||12010'!12を

参|【1`な お、本稿のり:tと なったIり 1究 会での発表後、

藤賜(11l r・ 1教 科 :|卜 の中の宗教―この奇妙な実態1(ソ :波新 :|卜 1313)、 ソ:波 :|卜 店、2()1111も 発

「Jさ れている

2.

3.

-3-



1:巧 校「倫メ|!」 教科:|卜 における浄 ll教 の扱いについて

2.日 本国憲法および教育基本法から見た宗教知識教育

仁、教知1識教育の現況を把握するに 1`1た り、まず、日本国憲法と教育基本

法の条文を確認 しておきたい.

まず、「イ::教 の自由」を扱う日本国憲法第 20条第 3項 には、「国及びその

機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定められ

ている|こ こでいう「国及びその機関」は、教育 1白 iに 関していえば、国公立

の学校を指しており、私 1ヽ学校については、宗教教育を行うことが認められ

ている また、20()6年 に改 II:さ れた教育ノit本法第 15条第 2項 3が「1可 及び

地ノ∫公共団体が設置iす る学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教

的活動をしてはならない」と定めていることから、“特定の宗教のためでな

ければ "、 宗教について教えることはlf能であると解釈されている
1ぃ

なお、教育ノit本 法が 2006年 に改 ||:さ れた際、||1第 9条 第 1項 で「宗教

に関する寛容の態度及び宗教の社会ノli活 における地位は、教育 11こ れを尊

重しなければならない」とあったのが、「宗教に関する ^般的な教養」とい

う文::が追加され、「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養

及び宗教の社会ノli活 における地位は、教育 L尊 重されなければならない」

(第 15条 第 1項 )と 改められた、「宗教に関する 。般的な教養」が伯Jを 指す

かは:洋 らかではないが、宗教知識教育・宗教情操教育・宗派教育という i

分法のうちの「宗教知識教育」に,11た る内容が想定されていると思われ、今

後、その学習が惇重・重視されるものとして位置i付けられていくであろう
°
。

改 ll:li年 の同法第 1)条 第 2リリ1に あたる この 条文の‖iJ定 の経緯については、人山:午 素史「 :li γ!

ドの宗教教育論争」(人山:午 素史 0,t塚茂樹・杉原誠 |′Ч郎 1日 本の宗教教育と宗教 文化,1文化

:|ト ル月中丈子|:、 2(X)1年 )、 pl).1211も 参l11

人崎素史、op.(ヽ it.、 pl).37-39も 参I11の こと

「教育り
iに 本法の施行について (j亜 知|)」 (2()()(;イ li 12月 22 H fJ)は 、第 15条 の改定の趣旨に関して、

「宗教教育について、旧法第 1)条 にり|き 続き規定するとともに、宗教の役割を客,現 的に学′も:こ

との :l要 性にかんがみ、宗教に1闘 する 。lt的な教養を教育 Ll,:1すべきことについて、新た

に規定 した」と述べている (丈 部利学省 (編 )1教 育りit本法関係資本1・ 集1(丈 部F卜学時‖(3月

鵬1時 l曽「Jけ、m(rイ 11)、 p.127)ま た、「宗教に関する 。般的教養」の内容については、同 |'教

育りit本法関係資本1集 l pp.63-()1に掲載された1可 会審議の答弁なども参||〔 のこと
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つまり、日本国憲法第 20条 第 3項および教育基本法第 15条 によれば、

公立学校においても、 (特定の宗教のためでなければ、)宗教に関する知識

教育を行うことは全 くlf能 であり、教育基本法の改 l11に より、現在、そう

した宗教に関する知識教育はむしろ「尊重」されるべきものとして、位置i

づけられている′
,

3.1日 r高等学校学習指導要領』などにおける浄土教の位置づけ

「倫理」教科 i等 の中の浄 11教 の扱いを調査するにあた り、まず最初に、

文部科学省が発行する l'高 等学校学習指導要領J(以 ド、 |'学習指導要領tl)

および |'高 等学校学 i留 指導要領解説 公民編J(以 ド、ほ解説』)を確認す

る`Zヽ 要がある.卜学習指導要領』およびその『解説』に法的拘束力がある

かどうかというメ11に ついてはi議論カラ)かれている. しかし、現在のオ灸定制

度の ドでは基本的に、教科 :l卜 は、 r学習指導要領』 と ド解説』を発行 して

いる文部科学省の検定に合格 しなければ、各学校で使用されることはない

のだから、これらの影響力を排除して考えることには無理があるといわざ

るをえない|ま た、歴史認識 0領 L問題に関する記述をめぐる抗議活動に

見られるように、これらの記述は、政府の公的な認識を反映している山iも

あり、独立 して検証される必要もある。

ここではまず、｀rtt H年 に公表された ド学習指導要領』および『解説』

におけるインド仏教・日本仏教の位瞳づけについて簡単に振 り返っておき

たいに平成 2111に は『学習指導要領』、平成 22年 には ド解説』が改定、

発行されているものの、以 ドに検証する教科書は全て、改定前の『学習指

導要領』および |'解 説』に基づいているからである(、 なお、改定された

|'学習指導要領』および『解説』の分析については別稿に譲 りたいぃ

改定前の『学習指導要領:]に よれば、科‖「倫理」の日標は、「人間尊

重の精神に基づいて、青年期における自己形成と人間としての在 り方生き

方について理解と思索を深めさせるとともに、人格の形成に努める実践的

意欲を高め、良識ある公民 として必要な能力と態度を育てる」(p.50)こ

とにある
`り

仏教が教えられるのは、あくまでも、こうした「公民教育の一
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高校「倫川!」 教科 :|卜 における浄 ll教の扱いについて

手段」であることを認識 してお く Źヽ 要がある
`)

また、科 H「倫Jl」 は、 [ハ ]「「「年期の課題と人間としての在り方生き

方」と [11]「現代と倫理」という 1つ の人項 目で構成されてお り、イン

ド仏教 と日本仏教は、[^]で 取 り扱われているr)ま た、[^]は、 [ハ .

ア]「 F「 年期の課題と自己形成」、 [^。 イ]「 人間としての自党」、 [ム .ウ ]

「1可 際社会に生きる日本人としての自党」という 1つ の中項 目から構成さ

れてお り、インド仏教は、ギリシャ哲学や、キリスト教・イスラームなど

の世界宗教を学ぶ [― .イ ]で、一方、日本仏教は、神道・江 ,「 期の儒教

などの日本思想を学ぶ [一 .ウ ]で取 り扱われている
`)

さらに、『学習指導要領`|で は、各項 ||に ついて、それぞれの「ねらい」

が設定されている(|す なわち、インド仏教を学習する中項目と日本仏教を

学習する中項 目では、別々の「ねらい」が設定されていた(ll'学習指導要

領`|に よれば、インド仏教を扱 う中項 目 [一。イ]は、「人イ11に おける哲

学、宗教、芸術のもつ意義などについて理解させ、人間の存在や価値にか

かわる基本的な課題を探求させることを通 して、人間としての在り方生き

方について考えを深めさせる」(l'学習指導要領』p.50r、
「 線、筆者)こ と

を目的としてお り、一方、日本仏教を扱 う中項 目 [一 .ウ ]は、「 |1本 人

に見られる人間観、自然観、宗教観などの特質について、我が国の風 11や

伝統、外来思想の受容に触れなが ら、自己とのかかわ りにおいて理解さ

せ、国際社会に生きるl11体性のある日本人としての在り方生き方について

自党を深めさせる」(ド学習指導要領』p.50`)ド線、筆者)こ とを目的とし

ている()こ れら二つの中項目のねらいを対比すると、インド仏教が、「人間

として」自己の在 り方ノ11き 方について考えさせることに重点をi置 く中項目

で取 り扱われているのに対し、日本仁、教は、「 |1本 人として」の在り方生き

方について自党を深めさせることを目的とする中項目で取 り扱われている、

つまり、日本仏教の学習には、文化学習的な側l角iが強いことが分かる.

次に、『学習指導要領Jの 文|:を より詳しく述べている『解説,Iの 記述

の検詢Eに 移るr)|'解説』は、中項 目 [一。 イ]で インド仏教を教える目的

について、以 ドのように

'上

べているの
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「仏教」では、仏陀の言行を適宜取 り上げ、仏教が人間をどのよ

うにとらえているか、どう生きることを目指しているかについて、

自己の課題と重ね合わせて考えさせる。たとえば、縁起や業の思想

を取り上げて人生における不安や苦がいかにして生まれるか、その

苦はいかにして克服し得るかという課題や、生命あるものすべてに

対する慈悲の教えについて、自己の課題と重ね合わせて考えさせ

る。これによって、生命の深遠さや人間としてどう生きればよいか

について思索を深めさせる。 (『解説』p.52。 下線、筆者)

ここでは、仏陀の言行、すなわち釈尊の言行を取り上げることを指示し

ていても、部派仏教・大乗仏教への言及はなく、これらを教えることの意

義付けは示されていない。次に、『解説』は、日本思想を取 り上げる中項

目 [一.ウ ]で日本仏教を教える目的について、以下のように述べる。

例えば、仏教については、聖徳太子や鎌倉時代の仏教を展開した

代表的な先哲が、それまでの仏教の在り方をどのように受け止め、

それに対してどのように独自な思想を展開したかについて理解させ

ることを通して、日本独自の仏教の受容やその思想形成について考

えさせる。 (『解説』pp。 55-56。 下線、筆者)

日本仏教については奈良・平安期の仏教、および鎌倉時代以後の仏教ヘ

の言及がないことが分かる。また、インド仏教の箇所では「釈尊の言行」

すなわち仏教の「オリジナルの姿」の学習に重点が置かれていたのに対

し、日本の浄土系諸宗派を含む日本仏教の箇所では日本仏教の「独自性」

の学習が強調されていることも分かる。
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4.「倫理」教科書の中の浄土教に関する記述について

4。 1.考察の対象とする教科書について

本稿で考察の対象にするのは、2010年度に採用された、以 ドの「倫理」

教科 il卜 10冊 である
6,

・ 平木十二郎ほか、『倫理』、東京デ十籍 (平 19検定済 )(フ (以 ド、東書 017)

・ 占田光ほか、『「 J校倫理』、実教出版 (平 19検定済)`,(以 ド、実教 018)

・ 城塚登、占田光ほか、『倫理』、実教出版 (平 15検定済 )、;(以 ド、実

教 009)

・ 鷲田清 ^ほ か、ド新 倫理 自己を見つめて(|、 教育出版 (平 18検定

i斉 )()(以
~ド

、 教 |11012)

・ 木村清孝、村 11隆 夫ほか、ド高等学校 現代倫理 改i:∫版』、清水書院

(卜1419検定済)()(以 ド、iドi水 019)

・ 菅野党明、山田忠彰、熊野純彦ほか、 |'1・1等学校 新倫理 改 i:]‐ 版』、

清水書院 (平 18検定済 )。 (以「 、清水 013)

・ 濱井修、小、い聡ほか、『現代の倫理 改ilJ版』、 山川||ll版 (平 18検 定

i斉 )()(以
~ド

、 ||1川 1014)

・ 湯浅泰雄ほか、 |'東 学版 倫11』 、 山川||11版 (平 14検定済)()(以 ド、

III川 1008)

・ 佐藤正英ほか、『改 ii∫ 版 高等学校 倫 ll』 、数研出版 (平 18検定

1斉 )(1(主人|ヾ 、 委交lilF 015)

・ 越智貢ほか、卜高等学校 改訂版 倫理』、第一出版 (平 18検定済 )。

(以 ド、第-016)

(1 
こガしらσ)教科 :|卜

σ)検定は、2002イ li(｀ |え 成 14イ 11)、 2()0611(｀ 1句茂 18イ 11)、 2007イ li(｀ 1句皮 19イ li)

に行われたものであり、,|:||12010で 孝察した教科 ::卜 と卜J‐のものである なお、2010年 (｀ 14

成 22年 )度は、^橋出版の「倫川!」 教科 :|卜 「倫川!― 現在 (い ま)を 未来 (あす)につなげる」

および東京 :|卜 籍のi重 イ::教育用「倫川!」 教科 :|卜
「倫川!`|が発行を停 |llし た′教科 :|卜 のシェア

については、東京 :|卜 籍の「倫り1,1の 25。 1(k)が もっとも大きく、清水 :|卜 院の |'高 等学校 新倫

馴! 改 :il・ 版,|(22.0%))、 第 ‐出版の |'高 等学校 改 :iJ‐ 版倫川馴 (14.190)が つづく_シ ェアの

II羊 細|に ついては、渡辺敦 :可 「現代社会の比率l11が ら段落 2()10年 度高校教科 :|卜 採択状況

― 文科省まとめ (:|:)」 i'内 外教育`1第 5965け、‖‖ li重 イ::ネ |:、 2010年 、p.7を 参l【1のこと|
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4。2.日 本以外における浄土教に関する記述

まず、§3で触れたとお り、『学習指導要領』ならびに『解説』では、

直接的にインドの大乗仏教に対する言及がなく、学習する上での位置づけ

が不明確であるの

インドにおける浄上教の記述については、ほとんどないといってもよ

い。 インドの大乗仏教に関する教科書の記述は、江田 2009bで紹介 した

ように、「在家信者中心」「 (理想像としての)菩薩」「利他の精神」が軸に

なっている。採用されている 10種類の教科書のうち、実教出版の教科書

だけがいくつかの大乗経典に言及し、その中に『阿弥陀経』が含まれてい

る
ア
のまた、阿弥陀仏を含む他方佛について言及するものは、実教出版の

教科書 くらいである
ド
。ただし、実教出版の教科書でも、インド仏教を扱

う筒所では、『阿弥陀経』や阿弥陀仏の具体的な説明は全 くなされていな

い。いくつかの教科書は阿弥陀仏について、日本仏教の解説の筒所で幾分

りit体的に触れている (§ 4.3.1参 照)が、『阿弥陀経』や『無量寿経』に関

しては、具体的に触れる教科書は見当たらない (§ 4.3.2.1参 照 )。

インドの外への仏教の展開については、江田 2009bで紹介したとお り、

全ての教科書が図表などで示しているが、仏教が各地でどのような展開を

たどったのかという具体的な説明はほとんどなされていない。浄土教につ

いても、中央アジア・中国・朝鮮半島などでどのように信仰されていたの

かがほとんど分からない 9。

なお、一部の教科書は、「一切衆生悉有仏性」

と「即身成仏」という用語を通 じて、インド仏教と日本仏教の真言宗 0天

台宗との連絡をⅨIっ ているが、浄土教に関する連絡はほぼゼロと言っても

実教 0()1)(p.43'i15)お よび、実教 018(p.5()注 2)で なお、まとまったものではないが、

空思想との関連で、清水 019(p.54)が 『般才∵経』、山川 008(p.50)と 教出 012(p.93ツ i:

4)が 『般才∵心経』に簡 |に に ::及 している(,

実教 009(p.43注 1)お よび、実教 ()18(p.50'i:1)`,

例外としては、第 ^016(p.56)が、「 llti方極楽往ノliを :3と く浄 L思想は、中1可 在来のイ::仰 と

融合して社会に広 まった」 と述べるほか、i去 然に関する解説で、一部の教利・メトが 涛導に ::

及していることが挙げられる ,後 考については、 §4.3.2.1を 参IKl`,

-9-



高校「倫馴!」 教科 :|卜 における浄 ll教の扱いについて

よいであろう
|°

。

4。 3。 日本浄土教に関する記述

各教科書における:記述を検漸Eす る前に、教科書の前後の流れについて触

れておきたい∩ ll本 仏教の諸宗派は、 §3で 言及したとお り、「国際社会

に生きる日本人としての自党」という中項目で取 り扱われている。この中

項目は、神道に関する叙述から始まり、その次に l]本 仏教の説明が来る。

そして、その後、儒教・国学などの説明が続く。歴史の時間軸 Lに 各々の思

想を並べて叙述する結果、浄上教諸派を含む日本仏教そのものが、神道とは

違うよそ者であり、またその一方で、すでにその後の思想の展開で乗り越え

られてしまったものであるかのような扱いを受けていることに注意する必要が

ある。以 下、平安・鎌倉・室町以後と時代ごとに、記述の検証を行うし

4.3.1.平 安期の浄土教の記述

日本の浄 +1教 に関する記述が始めて登場するのは、平安期の仏教の説明

においてである。「浄上信仰はすでに奈良時代に日本に伝えられていた」

と記す東書 017(p。 83)以外では、平安期より前の浄上教 (信 仰)に 関す

る記述はほとんど存在しないのまた、その平安期の浄上教の源流に関して

も、山川 008(p.75)が「浄■1教は… (中 略)…・天台宗の中から平安時代

中期にあらわれてきた」と述べるほか、教出 012(p.95)お よび第-016

(p。 79)が、その平安期の浄:11教 の説明で紹介される源信が天台宗の僧侶

であることを記 しているくらいである。なお、 §4.2で 言及したとお り、

インド・中国の浄 11教 に関する記述がほとんどないため、山川 008の記述

1°

もちろん、人台宗から浄 L宗への流れを通 じて、連絡が IXIら れていると見ることも出来な

くはないが、ほとんどの教科 :|卜 の :i己述では、浄 llイ :i仰 が インドに起 1垢1を もつ とメ1解するの

は困難であろうt,な お、東 il卜 ()17(p.83)は ｀
|え 安期の浄 ll教 の ;i兎 明において、浄 111::ダllが

海外より伝わったものであることを示唆するが、り[体 的なことは明 らかにされていないロ

§1.3.1も ちヨKl`
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では、突然、この時代の日本で浄 11教 (信仰)が起こったと捉えられる !可
^

能性 もあるの一方、｀
14安時代の浄 11思想の後代への展開は、強く意識され

ている(,半数以 11の教科書は、鎌倉仏教 (あ るいは鎌倉期の浄 11教 )の項

目で｀
「 安時代の浄 ll思想を扱い、平安仏教と鎌倉仏教の橋渡し的な位置iづ

けをイ1与 している
`〕

さて、各教科 1:卜 はここで初めて浄 11教 について触れることになるため、

浄 11教 (浄 ll信 仰 )・ 浄 ll e阿弥陀仏といった用語に簡単な解説を加えて

いる(,ま ず、その浄 ll教 (浄 jll信仰)の定義については、「浄上信仰とは、

この現 世は片しみに満ちた械れた |IL界 であるが、阿弥陀仏の慈悲の力に

よって、西方の楽 しみに満ちた浄らかな ||七 界 (極楽浄 ll)に往って生まれ

る (往生する)こ とができるという信仰である」という束i等 017(p.83)

の記述が最も詳しいり教科 il卜 の多くは、この記述 も含めて、械 11(現 ||な )

と浄 11を 対比 した Lでその内容を説明している
‖
。

次に、「 (極楽)浄上」については、「西方の楽 しみに満ちた浄らかな 1性

界」(東 ::卜 017、 p.83)、 「陶J弥陀仏のいる極楽浄 :[l」 (教 出 012、 p.95)、 「F可

弥陀仏の世界である美 しい極楽浄
‐
ll」 (清水 019、 p.75)、 「F可 弥陀仏の清

らかな |IL界 」(|llり ‖008、 p.75)と の説りlが さオしるほか、 ||1川 1014(p.75

注(1)、 第 -016(p.79)、

'ド

i水 013(p.80)は 極楽浄 11に ついて、阿弥陀

仏がいるところとしてだけ紹介している、1実教 018、 実教 009、 山川 014、

数研 015に は具体的な説明が存在しない。

阿弥陀仏がどのような仏であるかを記述する教希|・書は半数に満たない¨

「人乗仁、教における最も重要な仏の ハつで、慈悲深 く人々を西方極楽浄 ll

に救済する」(実 教 018、 p。 78 point)、 「イli命 あるすべてのもの (衆生)を

救おうと願い、その願いが成就 しないあいだは自分も仏にならないと誓っ

て修行を重ね、ついに仁、となり、いまは西方浄上にあって衆41を 救うとい

H解
:3と の多くは、「厭離機 ll、 欣求浄

は械 L(現 |11)と の対比なし 第

救済」と結びつけて:i絆 られている

ll」 という 。節をメitに している 山川 01.1、 |||サ ||()()8で

^()16(p。 78)における定義ははっきりしないが、「魂の

― H一



高校「倫馴!」 教科 :|卜 における浄 11教の扱いについて

われる仏」(清水 019、 p.75注④ )、 「かつて法蔵という名の菩薩であった

とき、すべての衆生 (FLあ る存在)を救おうと願い、その願いが成就しな

いあいだは仏にならないと誓った。途方もなく長いあいだ修行を重ね、つ

いに誓願を成就して仏となり、いまは西方極楽世界にあって衆生を救う

とされる」(清水 013、 p。 80)、 「阿弥陀仏は『すべてを照らす無限の光の仏』

の意味。西方極楽浄上にあってすべての衆生を救うとされる。仏の慈悲と知

恵とを象徴する。」(Hlり |1014、 p.75注①)と いった定義がなされている
12。

この内、実教 018(p.78 point)、 清水 013(p。 80注②)は、念仏すなわ

ち「南無阿弥陀仏」の「南無」がサンスクリット語の namoの音写である

ことも併せて紹介している
日
の

約半数の教科書は、平安時代に浄土思想が流行した背景に、天災・戦乱

などによる社会不安があったという説明をしている
H。

多くの教科書は、

浄上思想の仏教的基盤を「末法思想」に求めている。「末法思想」が仏教

の時代観にもとづくものであることを意識する教科書は少なくないが、そ

の来歴等を明示する教科書はほとんどない 15。

教科書の多くは、平安期の浄土教に関して、空也・源信という2人の僧

侶を取り上げているい
。

lビ

第 -016(p。 79注 (1)は 、法然の説いた教えの解;i兎 の中で阿弥陀仁、の誓願の内容 (「
一切

衆′Lを救うことができなければ、「1分 も仏にはならない」)に触オしている.)

i3南
無の解:説については、東 :|卜 017(p.84'i12)、 山川 008(p。 757i〕 41)、 山川 014(p.767111,)、

実教 009(p.567i:1)も 参‖(1ィ |なお、「南無 (阿弥陀仁、)」 については、どの教科 il卜 も「な

む (あ みだぶつ )」 という振 り仮名をあ、っている。この振 り1反 名は、「なも」という読

み方を誤ったもの、 li流でないものと解釈させかねない。

'Iill1 2010(p.61'i16)も参照.

‖
実教 009、 lll'‖ 008、 数研 015に は、こうした時代背角tへ の::及 はないぃ

15実
教 009(p.55'i:3り は、木法思想が中1可 で成 たヽした説であるとの解悦を加えているr),「 i

水 ()19(p.75'i:31)で は、「 |1本で ‐般に1:iじ られた悦によれば、(以 ド略 )」 という::卜 き

方を取っている,,

い
教出012は 、湖1イ::を 取り 11げるものの、空也を取 り 11げていないぃまた、山川出版社の教

科 ::卜 21111は 、|‖
j者 ともに::及 しないぃ
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空也については、各地を遊行 してJl時の民衆に念仏をひろめ、「阿弥陀

聖」「 :打 聖」と呼ばれたことが主に紹介されている
17。

実教 009(p.55)と

実教 018(p.78)は 、空也の念仏は「口称念仏」で民衆に、源信の念仏は

「観想念仏」で貴族に影響を′
iえ たという形で両者を対比 している

18。

ま

た、この実教出版の教不1・書2冊は、空也の日称念仏が後に「死者の追善儀

礼」や「農耕儀礼」とも結びつき、念仏が広まっていく基盤になったと説

明する。なお、清水 013(p.81)は 、空也がはじめたといわれる「踊念仏」

が現在の「盆踊 り」の源流になったことを紹介しているの

一方、源信については、山川 008と lllサ |1014以外の全ての教科 i等 で取

り Lげ られている。 |:及 は主に主著『往生要集』に関するものであるが、

半数弱の教不1三壽は、「厭離械上、欣求浄上」
19と いう一節にi:及 している。

先述 したとお り、実教出版の教科書 2冊が空也との対比を「観想念仏⇔日

称念仏」「貴族⇔民衆」というように行っている
3)ほ

か、若 11の 教不1三書が、

『往生要集』中の地獄の描写に言及し、そうした描写が極楽に生れること

を求めさせたのだと解説 している
21の

なお、数研 015(p。 68)は 、源信が

「阿弥陀仏が人びとを極楽浄上にむかえにくるあ りさまを描いた来迎図を

創始 したとも伝えられる」と述べている
22。

17東
i:卜 017(pp.83-8`1)、 実教 ()18(p。 78)、 清水 013(p.81)の 3‖Iは 、空也が道路 0湘:漑

整備などの社会
:l「

業に携わっていたことも紹介 している_

l｀

清水 013(pp.80-81)は 、源ftiが 日称念仁、をも認めていたことを記している.|

l｀)束
:|卜 017(p.8`4)、 実教 ()18(p.78)、 実教 009(p.55)、 清水 ()13(p.8())`,な お、教出 012(p.

95)は 意:J(で 文章の中に理め,△ んで紹介…源イ::の 11で はないものの、清水 ()19(p.75)や

数石り「O15(p.68)に もこの一節力うとえるll

」)教
出 012(p.95)は、空也の名前に ::及 しないものの、源イ;:が rt族 たちの浄 llイ::倒

jに 影響

をり・えたことを:記 している1)ま た、実教 009(p.55)は、「源イ::の いう視覚的な観想の念仁、

は、・ 1時の rt族の好みにもかない、浄 ll教 芸術の 1用 化にもつながった」として、平等院を

その代ノこ例として挙げている′,実教 018(p.78)も 参‖(lt,

」l清
水 ()19(p.75)、 第-Ol(,(p.79)を 参照 ,な お、清水 ()13(p.8())は 、ド地獄中:「』の写

真を掲 1伐 している.

22教
出 (p。 95)、 清水 013(p.80)、 清水 019(p.76)は 、米迎図の写真を掲載している.:ま た、

数イリF015(p.68)は 、慶滋保騰L『 日本往生極楽記.1 なと
゛
のイ|:′ li伝 にも触れている

`,
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4.3.2.鎌 倉期の浄土教の記述

先述 したとお り、多くの教科書は、平安期の浄 ヒ教を「鎌倉期の仏教」

を扱 う中で紹介し、平安期の浄土教 との橋渡 し的な役割を負わせている。

鎌倉期の浄上教では、全ての教科書が法然・親鸞を紹介するほか、多くの

教科書が一遍にも触れているの

実教 018、 教出 012、 清水 013、 数研 015は 、平安時代までの日本仏教

を「仏教の受容」などといつた名前の節で扱う一方、この鎌倉時代の仏教

を「仏教の日本的展開」、「仏教の上着化」といった名前の節で扱っている。

また、東書 017(p.88)や 第-016(p.82)は 、そのような名前の節を設

けてはいないけれども、鎌倉時代に出てきた各宗派の祖師の思想について、

「日本的仏教」、「日本独自の展開を見せ」たものと述べている。こうした教

科書では、平安時代までの仏教と鎌倉仏教を比較して、鎌倉仏教は思想の

日本化あるいは土着化がより進んだ段階にあると位置づけられている
郎
。

多くの教科書は、鎌倉期に出てきた祖師たちによる仏教の特色を解説す

る項目を設けているの多くの教科書が共通して挙げているのは、鎌倉時代

に起こった仏教が「民衆のため」の教え
21で

あること、特定の行を選択

すること、その行が民衆にとっても行い易いこと、その行をもっばら行う

こと25な どである。なお、これら以外の特徴としては、実教 009(p.59)

と数研 015(p.74)で、宗祖たちが民衆に親しみやすい和文を用いたこと

が挙げられている(〕

また、教科書の多くは、鎌倉時代の仏教の項目で、宗派の本ll師である法

“ ただし、清水 ()19(p.75)は 、鎌イl仁、教の制1師 たちは、「むしろ伝統的な仁、教諸派の教えの

究明と1呼 興」を目指 していたと断っている ,

2:「
民衆のための教え」という点について、清水 019(p.75)は、鎌倉時代にはこれらの諸宗

派の勢いは小さく、 ||1仁、教側の勢ノJが依然 として強かったことを:氾 している(〕 その他、第

。()16(p.82)も 、「以前からある人台宗や真 :T夕i(が 衰退 したわけではなかった」と述べて

いる.)

25「
その行をもっぱら行うこと」について、東 ::卜 ()17(p.88)と 東 ::卜 001(p.90)は、特定の

行などに対 し、ひたす らにうちこむことにより、「 |′ 1己 を純化・浄化させ、自己のはからい

を超えた『おのずから』のlfJjき にしたがわせようとしたのである」と説明している(,
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然 0親鸞・ 一遍・道元・栄西・‖蓮を取 り上げている
昴
。教科書による各

社師の位置づけを大まかに最初に示すと、[1]源信など、平安期の浄土

教の流れをくむ「他力」の浄 ll教 、そ して、[2]||:国 から学んできた、

「 (本当は語弊があるが)|:|力 」の禅、そしてこれら、個人的な救済を目的

とする浄 11教 ・禅に対し、[3]ネ L会的な変革の側面を強 く持ち、天台の

法華経重視の流れをくむ H蓮宗があるという区分がなされている。なお、

浄 11教が民衆に広まったとするのに対 し、禅宗が ,11時 の武十の支持を受け

ていたと対比 して述べる教科 :i卜 もあった
`)

4.3.2.1.法然に関する記述

まず、法然についての記述を見ていくの全ての教科書において、法然が

浄 ll宗 を開いたこと、末法の 1性 の人々には自力の修行などで悟ることは無

理であり、もっぱら念仁、を‖||え ること、すなわち専修念仏によって往生で

きると説いたことが紹介されている。また、多くの教科謹卜が、主著 『選択

本願念仏集』
27を

紹介し、その半数弱は、その第 3章で説かれている、造

f象・起塔・持戒・持律などが往生の条件にならないというlii張 28も
紹介

しているのなお、法然の具体的な生涯については、約半数の教不1・書が欄外

で紹介してお り、比叡山での修行の後、浄上宗を開き、後に流罪になった

ことなどに触れているの

法然の説いた教えについては、教科書の半数弱が、善導から大きな影

響を受けていることに触れている "が、一方、『無量寿経』『観無量寿経』

肝阿弥陀経』の浄 ll三 部経に 1争 及する教科書は全 くないぃこれは、全ての

教科 :|卜 の ‐部は、 一j巨 を1反 り llげないて §4.3.2.4を 参IKlI

山川 01.4と 教出 012に は、 :|卜 名への ::及 はない|

この !i張 については、
′
メこ教 (X)1)(p.56)、 実教 018(p.79)、 数イリ「015(p.69)、 山川 (X)8(p.

75)で :「 及されている.
J)教

出 012(p.96ツ ii l)σ)み が |'観 経疏』 という ::卜 名にも触れている,Iri水 013(p.81)く '

|ドi水 019(p。 76)、 数イリF015(p.61))は 、法然が 1キ導から影料を受けたことを:記すが、「観経疏』

という :|卜 名にまでは ,「 及しない
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高校「倫理」教科:|卜 における浄 ll教の扱いについて

教科書が日蓮を説明する際に『法華経』に1:及 しているのとは全く対照を

なしている1,ま た、法然の教えに関する記述では、誤 りと思われるような

記述が散見されたの例えば、第-016(p.79)で は、「念仏によってさま

ざまな邪念が消え、代わ りに知恵 と慈悲の光があらわれて、心が清まる

というのであるの

'去

然はこうした考え方を、:ii杵 である『選択本願念仏

集』で展開した」とあるが、管見の限り、こうした考え方は同書の中には

見られないように思われるのまた、教出 012(p.96)は、「法然は修行に

よるIF:り (自 力本願)の不 |げ 能な時代にあって、阿弥陀仁、の慈悲にすがる

(他力本願)以外に救われる道はないと考え、 (以 ド略 )」 と述べているが、

「出力本願」という用fllは 存在 しないし、「他力本願」についても、「阿弥

陀仏の慈悲にすがる」という意味とは異なっている()

4.3.2.2.親鸞に関する記述

全ての教科1等 は、法然の次に、その弟子である親鸞について説明してい

る.その解説の分景は、各村l師 の中でも、道元と1'ん でもっとも多い。親

鸞の生涯については、多くの教不1三書の本文中で、法然の問 ドにあったこと

や、浄上真宗の開村lと されていること
mが

紹介されているて, また、 一部

の教科書で、欄外において、比叡山に学んだことや、肉食妻帯、非僧非俗

という立場や、法然と共に流り11に あったことなどが説明されている
`)

各教科書における親鸞の思想の説明では、(1)悪 人1[:機、(2)絶対他

力、(3)自 然法爾といったキーワー ドが軸になっている`)多 くの教科書

は親鸞のことを、法然の思想を「徹底」
31さ

せた人物 として描いている。

‖)。
部の教科 ::卜 は、浄 ll典宗の1用 ‖|と して1及 うが、親鸞自身には、新たな教えを1用 いたとい

う自党はなかったので、 4く 来は「とされている」と::っ たような :|卜 き方がより|li確 と::え

るかもしれない_

ll束
:|卜 017(p.8`1)、 山川 01/1(p。 76)、 清水 013(p.82)、 清水 O19(p.76)、 清水 0()9(p.

57)、 実教 018(p.80)、  教|11012(p。 96)、  |||り ‖008(1〕 .76‖判外 )、 数イリF015(p.70)

第-016(p.80)では、「その (ム,考注 :念仁、往′liの )教えを継承し発展させた」と

ノモ現されている
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こうした叙述は、平安期の浄土教→法然→親鸞へ と、日本の浄土思想が深

化をとげたとする「浄上教進歩史観」に基づ くようにも見え、場合によっ

ては、親鸞と比較すると、法然は自らの思想を徹底させなかったとも読め

てしまうことには注意が必要である。

(1)「悪人正機」の説明は全ての教科書に見られ、ほぼ全ての教科書

で、「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」という『歎異抄』の

り1用 と共に解説がなされているの多くの教科書は悪人正機という語の意味

をなぞるのみにとどまるが、いくつかの教科書は、幾分か踏み込んでその

意義についてさらに解説を加えている
32。

なお、この思想が必ず しも親鸞

独自のものではなく、『梁塵秘抄』(実教 009、 p。 57)や法然 (実教 009、 p.

57お よび清水 019、 p.77)‖ などに遡ることを紹介する教科書もいくつか

見られた
31。

(2)「絶対他力」という語は、山川 008を 除 く全ての教科書に確認でき

る。いくつかの教科書は、この「絶対他力」という言葉を、親鸞の思想を

特徴づける、あるいは法然との差異を示すキーワー ドとして挙げている
35。

しか し、この :言 葉自体は、伝統的な用語ではなく、初出もはっきりしな

い。また、この「絶対他力」という言葉の説明、特に「絶対」の説明には

3じ

たとぇば、山川 014(p.77)「 悪人 |li機 の教えは、『悪いことをしてもかまわない』 とか、『万

11他 人まかせ』 という無責任な信仰ではない_む しろ、どんなにつまらない自分であって

も仁、は見すてないと信 じ、仏の力にノliか されていることを、念仁、によって感謝 しなが ら、

ノJ強 くノliき る宗教的なノliき 方である」などを参‖(11)

部
清水 ()19(p。 77)で は、法然の悪人 lli機 の教えとの関係について、「その絶望ともいえる自

itの なかで、いっさいの自己のはからいを捨てたとき、阿弥陀仁、はそういうりヽL人 にこそ慈

悲をそそぎ、浄 llへ と往生させるという、師法然の教えの典意を`卜「:っ たのである」とも :|ト

かれている,,

3:た
だし、東 :|卜 ()17(p.85注 1)は 、悪人 !li機 説について、「親鸞の根本思想を表現する ::葉 」

と述べている(〕

35例
えば、東 :!卜 ()17(p.85)「 …絶対他力の信lrllと して強調 し、伝来の浄 llttlrllに 独自の意義

を与えている」、清水 019(p。 77)「 i去 然の教えをさらに徹底 させた彼の 立場は,一般に絶

対他力の1.:仰 といわれる」および、清水 013(p.84)「 iJt然 の:3色 いた他力をさらに徹底 した

親鸞の 立場は,絶対他力とよばれる」を参‖(1,
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高校「倫馴!」 教科 :|卜 における浄 ll教の扱いについて

若千のぶれが見られるの阿弥陀仏への信仰自体も仏の慈悲によるものであ

るという意味での「絶対」他力 (東書 017、 p。 85)、 「阿弥陀仏を信じるこ

とこそ絶対である」(実教 009、 p。 57。 下線筆者)あ るいは、「自力の修行

を捨て自らの身をいっさい仏にゆだねる」という意味での「絶対」他力

(教出 012、 p.96)と いうような形で、「絶対」が、阿弥陀仏の他力、阿弥

陀仏への信仰など、いくつかの異なるものに関わっていることが分かる。

(3)「 自然法爾」に関する記述は、教出 012、 山川 014、 山川 008を 除

いた他の教科書に確認できる。ほとんどの教科書では、「阿弥陀仏のはた

らきに全てを任せること」あるいはそのあり方といった説明がなされてい

るが、阿弥陀仏のはたらきそのものを自然法爾と呼ぶとする教科書
%も

幾つか見られた。

親鸞の思想についての税明では、

は、念仏を報恩感謝のものと捉える

られた。

11に 挙げた 3つ のキーワー ドの他で

こと
37ゃ

、還相
38に

関する説明も見

4.3.2.3.一遍に関する記述

時宗の開祖、一遍については、山川 0140口 1サ |1008以外の教科書で取 り

llげ られている。時宗の開村1であ り、踊念仏の創始者であることや、「捨

聖」「遊行 ll人」といった呼称が紹介されているが、ほとんどの場合、コ

ラムや注などで、副次的に扱われるにとどまっている。こうした扱いは、

§4.3.2。 2で触れた「浄t教進歩史観」における一通の位置づけが難しいと

いうことが影響 しているのかもしれない。

“清水 013(p.84)、 数イリ「015(p.71)を 参川(1ぃ

ア`
実教 ()16(p.80)、 実教 009(p.57)、 山川014(p.77)を 参‖(111

3卜

数研 015(p。 71)を 参lKl`)ま た、「還相」という::葉 を直接は挙げないが、東 i三 卜()17(p.

85)に も同様の:3色
|りlが 見える.
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4.3.2。 4.室町期以降の浄土教の記述

§3で触れたとお り、 |'解 説`1に は室町以後の仁、教の展開への言及は無

く、それを反映してか、本‖可
‐
以後の浄 11教の展開に関する教科 il卜 の記述も

極めて限られている7,

これまでに :争 及した範υH内 では、教出 012(p.96)お よび山川 008(p.

76)の 親鸞に関する筒所などで、浄 11真宗の後代の展開に関するi:及があ

るの教出 012(p.96)は 、親鸞の教えが「のちに庶民の間に広が り、浄 ll

メニタiで (一 向宗)と して確 1ヽさ れた」と述べてお り、山川 008(p.76)は 、

親鸞の教えは最初、関東で広まり、後に室町時代に蓮如の布教により北陸

を中心に各地の農民の間に広まったと述べられている
`)

い くつかの教科書では、鎌倉仏教の祖 1liた ちの思想を紹介 したのち、

「日本文化と仏教」などの項 目・コラムを設けているが、浄上教に関する

記述はほとんど見られないぃまた、江りf期以降の儒教や近代思想の叙述に

おいても、浄 ll教 に触れた部分はほぼゼロである∩

5.問題点について

以 L、 『学習指導要領』、『解説tlお よび教科 il卜 記述の現状について概観

してきたr、

「倫理」教科 1等 の中での浄 ll教 についての問題点は、大きく分けて 3つ

あるI)1つ Hは 、『学習指導要領て|と 『解説』に関する問題r,2つ Hは 、

教科 i:卜 の,記述に関する問題¬そして、 3つ Hは、 2つ |:|に も大きく関係す

るが、イli徒の反応に関する問題であるの

まず、 1つ Hは、教科 il卜 の記述に影響を及ぼす |'学 習指導要領』 と『解

悦』に関する問題であるっ§ 3で 見たとおり、『解説』は、インド仏教の扱

いに関して、浄 11教 を含む人乗仏教を教えることの意義などにi:及 してい

ないぃその一方、日本仁、教の扱いに関しては、日本独自の受容が強調され

ている ,教科 il卜 の本文を見ても、日本の浄 ll教諸宗派がインド以来の仏教

の流れをくんでいることは明示されていないぃ場合によっては、浄 ll教

は仏教ではないとノli徒 に考えさせることにもつなが りかねないであろうぃ
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高校「倫り|!」 教科 :|卜 における浄 ll教の扱いについて

また、 |'学習指導要γ!』 がインド仏教 0日 本仏教の学習に関して設定する

「ねらい」の違いから、結局、日本の浄:ll教 については文化思想史的な学

習にとどまり、それを通 じて人生に関して考えさせるようなことはほとん

どなされていない点にも注意が必要であろう`,

2つ Hは教科11卜 の,記述に関する問題である1、 教科書の記述は公的な権威

をもつものであるにもかかわらず、学術的な基盤に基づいた解釈、各宗派

の伝統的な解釈のいずれからもかけ離れた解釈や造語が掲載されているこ

とがある(,後述する通 り、学術的な基盤に基づいた「客観」的な解釈がな

されていれば良いわけではないが、教科書の影響力を考えると、作成にあ

たって、専門の学者たちによるチェックで、ある程度の「客観」
′
Hlを 担保

することは欠かせない作業であろう:′ また、浄 ll教 に関しては、その記述

の背

'Itに

平安期浄 ll教 →法然→親鸞 といった「発展史観」的な視点が窺

え、場合によっては、宗派に優劣をつけているとも取 られかねないような

記述も見られた ,ま た、そもそもこの「発展史観」的な立場から日本思想

史を叙述するスタイルの教科 il「 が多いが、その場合、日本仏教自体が江戸

期の11:教 ・1可学などによって乗 り越えられてしまった存在と捉えられかね

ないような場合もあったのなお、注 13で 「南無阿弥陀仏」の例を挙げて

指摘 したように、宗派などによって漢字の読み方などが異なるケースが

多々あるにも関わらず、画一的な振 り仮名のみを掲載しているような場合

もあるで,お なじ浄上教の内部でも複数の立場がある場合には、その多様性

の確保も重要な問題であろう
`〕

3つ Hは、生徒の反応に関する問題であり、これは 2つ ‖に指摘 した記

述を踏まえた llで のものである
`り

,1で教教育においては、特に各宗教団体が

ステークホルダーになるため、その記述をめぐって「中立」111が r」l題 にな

ることが しばしばであるり しか し、「|11立 」
′
Hiは 、実は教科書の記述だけ

で担保されるわけではない¨教科書を使う生徒は、教科書に書いているこ

とをそのまま受け取って くれるような静的な存在ではない。例えば、親

鸞の記述の随所に「 (慈悲に)すがる」といった表現が見られるりこれは

原文にも見られる「客観」的な表現ではあるが、こうした部分を前面に押
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し出して,記述 したような教科 il卜 では、現代のノli徒の多くは、親鸞の思想に

対し、非常に否定的なイメージを持つ lf能性 もあるのではないかと思われ

る 宗教に関する「客観」的な記述が全て、宗教団体にとって常に「中

立」「公｀
14」 なのではない どの部分をどのように打ち出すかにより、場

合によっては、それぞれの宗教 |ヽ川体に対 して、非常に大きな不利益をり‐え

る 1可

‐
能性 もあるだろう そういった点への配慮も必要となると思われる()
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